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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＩＭＯシステムにおける受信された信号を受信端末（２００）において復調する方法
であって、
　２つ以上の送信アンテナを有する送信機から送信された信号であって、既知のプリコー
ダを用いてプリコーディングされた所望のデータストリームと、未知のプリコーダを用い
てプリコーディングされた少なくとも１つの干渉データストリームに起因した干渉とを含
む前記信号を受信するステップと、
　　２つ以上の仮説設定されたプリコーダを検定することで、仮説設定された各プリコー
ダについての復調特性メトリックを生成し、
　　前記復調特性メトリックに基づいて、前記２つ以上の仮説設定されたプリコーダのう
ちの１つを推定されたプリコーダとして選択する
　ことによって、前記干渉データストリーム用のプリコーダを推定するステップと、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと前記干渉データストリーム用
の前記推定されたプリコーダとを使用して、前記所望のデータストリームを復調すること
で、前記干渉を低減するとともに、前記所望のデータストリームに対応する復調シンボル
を取得するステップと
を含み、
　２つ以上の仮説設定されたプリコーダを検定することで、仮説設定された各プリコーダ
についての復調特性メトリックを生成する前記ステップは、



(2) JP 5524975 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

　仮説設定された各プリコーダを使用して、前記所望のデータストリーム内の選択された
複数の検定用シンボルを復調するステップと、
　仮説設定された各プリコーダごとに、仮説設定された各プリコーダについての復調特性
メトリックを算出するステップとを含み、
　仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する前記ステップは
、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと同一の仮説設定されたプリコ
ーダに不利に、前記推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために、重み付けさ
れた復調特性メトリックを算出するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する前記ステップは
、
　仮説設定された各プリコーダに対応する前記復調された複数の検定用シンボルについて
の平均干渉を算出するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の検定用シンボルについての平均干渉を算出する前記ステップは、
　復調された各検定用シンボルについての干渉を、当該検定用シンボルについて算出され
たハード値とソフト値との差分として推定するステップと、
　前記干渉の推定値に基づいて平均干渉を算出するステップと
を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記復調特性メトリックに基づいて、前記２つ以上の仮説設定されたプリコーダのうち
の１つを前記推定されたプリコーダとして選択する前記ステップは、
　最小の平均干渉をもたらす前記仮説設定されたプリコーダを選択するステップを含むこ
とを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する前記ステップは
、
　仮説設定された各プリコーダに対応する前記復調された複数の検定用シンボルについて
、信号プラス雑音メトリックを算出するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記復調特性メトリックに基づいて、前記２つ以上の仮説設定されたプリコーダのうち
の１つを前記推定されたプリコーダとして選択する前記ステップは、
　最小の信号プラス雑音メトリックをもたらす前記仮説設定されたプリコーダを選択する
ステップを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する前記ステップは
、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと直交する仮説設定されたプリ
コーダが有利になるように、前記推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために
、前記復調特性メトリックを重み付けするステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する前記ステップは
、
　それ以前の時間又は周波数インターバルにおいて前記干渉データストリームのために使
用された、仮説設定されたプリコーダが有利になるように、所与の時間又は周波数インタ
ーバルにおいて前記推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために、前記復調特
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性メトリックを重み付けするステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと前記干渉データストリーム用
の前記推定されたプリコーダとを使用して、前記所望のデータストリームを復調する前記
ステップは、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと前記干渉データストリーム用
の前記推定されたプリコーダとを使用して、前記所望のデータストリームと前記干渉デー
タストリームとを一緒に復調するステップ
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記所望のデータストリームと前記干渉データストリームとを一緒に復調する前記ステ
ップは、
　前記所望のデータストリームと前記干渉データストリームとを、ＭＭＳＥ復調器におい
て復調するステップを含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　受信端末であって、
　２つ以上の送信アンテナを有する送信機から送信された信号であって、既知のプリコー
ダを用いてプリコーディングされた所望のデータストリームと、未知のプリコーダを用い
てプリコーディングされた少なくとも１つの干渉データストリームに起因した干渉とを含
む前記信号を受信する受信機と、
　前記所望のデータストリームを復調する復調部であって、
　　　２つ以上の仮説設定されたプリコーダを検定することで、仮説設定された各プリコ
ーダについての復調特性メトリックを生成し、
　　　前記復調特性メトリックに基づいて、前記２つ以上の仮説設定されたプリコーダの
うちの１つを推定されたプリコーダとして選択する
　　ことによって、前記干渉データストリーム用の前記プリコーダを推定する推定器と、
　　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと前記干渉データストリーム
用の前記推定されたプリコーダとを使用して、前記所望のデータストリームを復調するこ
とで、前記干渉を低減するとともに、前記所望のデータストリームに対応する復調シンボ
ルを取得する復調器と
　を備える前記復調部と
を備え、
　前記推定器は、
　　仮説設定された各プリコーダを使用して、前記所望のデータストリーム内の選択され
た複数の検定用シンボルを復調し、
　　仮説設定された各プリコーダごとに、仮説設定された各プリコーダについての復調特
性メトリックを算出することによって、２つ以上の仮説設定されたプリコーダを検定する
ことで、仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを生成し、
　ここで、前記推定器は、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと同一の仮説設定されたプリコ
ーダに不利に、前記推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために、重み付けさ
れた復調特性メトリックを算出することによって、仮説設定された各プリコーダについて
の復調特性メトリックを算出する
ことを特徴とする受信端末。
【請求項１２】
　前記推定器は、
　仮説設定された各プリコーダに対応する前記復調された複数の検定用シンボルについて
の平均干渉を算出することによって、仮説設定された各プリコーダについての復調特性メ
トリックを算出することを特徴とする請求項１１に記載の受信端末。
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【請求項１３】
　前記推定器は、
　　復調された各検定用シンボルについての干渉を、当該検定用シンボルについて算出さ
れたハード値とソフト値との差分として推定し、
　　前記干渉の推定値に基づいて平均干渉を算出する
　ことによって、前記複数の検定用シンボルについての平均干渉を算出することを特徴と
する請求項１２に記載の受信端末。
【請求項１４】
　前記推定器は、
　最小の平均干渉をもたらす前記仮説設定されたプリコーダを選択することを特徴とする
請求項１２に記載の受信端末。
【請求項１５】
　前記推定器は、
　仮説設定された各プリコーダに対応する前記復調された複数の検定用シンボルについて
、信号プラス雑音メトリックを算出することによって、仮説設定された各プリコーダにつ
いての復調特性メトリックを算出することを特徴とする請求項１１に記載の受信端末。
【請求項１６】
　前記推定器は、
　最小の信号プラス雑音メトリックをもたらす前記仮説設定されたプリコーダを選択する
ことを特徴とする請求項１５に記載の受信端末。
【請求項１７】
　前記推定器は、さらに、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと直交する仮説設定されたプリ
コーダが有利になるように、前記推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために
、前記復調特性メトリックを重み付けする
　ことによって、仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する
ことを特徴とする請求項１１に記載の受信端末。
【請求項１８】
　前記推定器は、さらに、
　それ以前の時間又は周波数インターバルにおいて前記干渉データストリームのために使
用された、仮説設定されたプリコーダが有利になるように、所与の時間又は周波数インタ
ーバルにおいて前記推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために、前記復調特
性メトリックを重み付けする
　ことによって、仮説設定された各プリコーダについての復調特性メトリックを算出する
ことを特徴とする請求項１１に記載の受信端末。
【請求項１９】
　前記復調器は、
　前記所望のデータストリーム用の前記既知のプリコーダと前記干渉データストリーム用
の前記推定されたプリコーダとを使用して、前記所望のデータストリームと前記干渉デー
タストリームとを一緒に復調することを特徴とする請求項１１に記載の受信端末。
【請求項２０】
　前記復調器は、ＭＭＳＥ復調器からなることを特徴とする請求項１９に記載の受信端末
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、マルチユーザ複数入力・複数出力（ＭＵ－ＭＩＭＯ）通信シス
テムにおける空間多重に関するものであり、より詳細には、ＭＵ－ＭＩＭＯ通信システム
における受信信号を復調するための方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、無線通信システムにおけるデータレートを向上させるために複数入力・複数出力
（ＭＩＭＯ）システムが大きな関心を集めている。ＭＩＭＯシステムは、情報を送信及び
受信するために、送信機及び受信機において複数のアンテナを用いる。送信端末と受信端
末との間の通信チャネルの空間的な次元を利用することによって、ＭＩＭＯ通信システム
は、複数のデータストリームを送信端末から１つ以上の受信端末に対して同一の搬送波周
波数で同時に送信することができる。従って、ＭＩＭＯ通信システムは、帯域幅を増大さ
せることなく、より高いスペクトル効率と、より高いデータレートとを達成する。
【０００３】
　かなりの注目を集めているＭＩＭＯシステム用の１つの方法は、空間多重である。空間
多重送信機において、独立して符号化されたいくつかのデータストリームは、リンクスル
ープットが最大化されるように適切な重み付けを用いて、プリコーディングされ、複数の
送信アンテナのそれぞれから送信される。ロング・ターム・エヴォリューション（ＬＴＥ
：Long Term Evolution）標準規格は、いくつかの空間多重モードをサポートしており、
それらにはマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）用の空間多重モードが含まれる。こ
のモードでは、複数のデータストリームが、送信端末によって異なる複数の受信端末へ送
信される。このため、所与の受信端末からすると、所望のデータストリームと称される、
当該受信端末を対象とした少なくとも１つのデータストリームが存在するとともに、本明
細書において干渉データストリームと称される、他の受信端末を対象とした１つ以上の他
のデータストリームが存在する。
【０００４】
　通常、所望のデータストリーム用のプリコーディング重みのセット（即ち、プリコーダ
）は、受信端末が所望のデータストリームに関連する有効なチャネルを知ることができる
ように、受信端末に伝えられる。しかし、干渉データストリーム用のプリコーダは伝えら
れない可能性があるため、受信端末は、通常、最大比合成（ＭＲＣ：Maximum Ration Com
bining）を用いて受信信号を復調する。他のユーザ端末を対象としたデータストリームに
起因した干渉は相関性を有するため、ＭＲＣ合成は準最適である。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、所望のデータストリーム用のプリコーダのみが事前に既知であるＭＵ－ＭＩ
ＭＯ通信システムにおいて、所望のデータストリームを復調するための方法及び装置に関
するものである。本発明の種々の実施形態に係る受信端末は、１つ以上の干渉データスト
リーム用のプリコーダを推定する。これにより、受信端末は、所望のデータストリーム用
の既知のプリコーダと、干渉データストリーム用の推定されたプリコーダとを使用して、
ＭＭＳＥ復調を実行することが可能である。
【０００６】
　本発明の例示的な一実施形態は、異なるデータストリームが異なる受信端末に送信され
るＭＩＭＯシステムにおける受信信号を復調する方法を含む。受信端末は、２つ以上の送
信アンテナを有する送信機から送信された信号を受信する。受信された信号には、既知の
プリコーダを用いてプリコーディングされた所望のデータストリームと、未知のプリコー
ダを用いてプリコーディングされた少なくとも１つの干渉データストリームに起因した干
渉とが含まれる。受信端末は、干渉データストリーム用のプリコーダを推定し、その後、
所望のデータストリーム用の既知のプリコーダを、干渉データストリーム用の推定された
プリコーダとともに使用して、当該所望のデータストリームを復調することで、干渉を低
減するとともに、当該所望のデータストリームに対応する復調シンボルを取得する。
【０００７】
　本発明の別の実施形態は、ＭＩＭＯ通信システムのための受信端末を含む。一実施形態
において、受信機は、２つ以上の送信アンテナを有する送信機から送信された信号を受信
する各受信アンテナに接続された、複数の受信機を備える。受信された信号には、既知の
プリコーダを用いてプリコーディングされた所望のデータストリームと、未知のプリコー
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ダを用いてプリコーディングされた少なくとも１つの干渉データストリームに起因した干
渉とが含まれる。受信端末は、所望のデータストリームを復調するプロセッサをさらに備
える。当該プロセッサは、干渉データストリーム用のプリコーダを推定する推定器と、所
望のデータストリーム用の既知のプリコーダ、及び干渉データストリーム用の推定された
プリコーダを使用して、当該所望のデータストリームを復調することで、干渉を低減する
とともに、当該所望のデータストリームに対応する復調シンボルを取得する復調器と、を
備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】例示的な複数入力・複数出力（ＭＩＭＯ）通信システムを示す図である。
【図２】ＭＩＭＯ通信システム用の例示的な送信信号プロセッサを示す図である。
【図３】受信信号を復調するために最大比合成（ＭＲＣ）を使用するＭＩＭＯ通信システ
ム通信システムにおける、受信機の実効的なＳＮＲを示す図である。
【図４】マルチユーザＭＩＭＯ通信システムにおいて、１つ以上の干渉データストリーム
用のプリコーダを推定する例示的な方法を示す図である。
【図５】受信信号を復調するためにＭＩＭＯ受信機によって実行される例示的な方法を示
す図である。
【図６】復調に最小平均二乗誤差（ＭＭＳＥ：Minimum Mean Squared Error）合成を使用
する、例示的な一実施形態に係る例示的なＭＩＭＯ受信機を示す図である。
【図７】干渉データストリーム用のプリコーダが不規則に選択される場合の、受信信号の
復調にＭＭＳＥ合成を使用するＭＩＭＯ通信システムにおける受信機の実効的なＳＮＲを
示す図である。
【図８】干渉データストリーム用のプリコーダが所望のデータストリーム用のプリコーダ
と直交する場合の、受信信号の復調にＭＭＳＥ合成を使用するＭＩＭＯ通信システムにお
ける受信機の実効的なＳＮＲを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで、図面を参照すると、図１は、参照番号１０によって全体的に示されている複数
入力・複数出力（ＭＩＭＯ）通信システムを図示している。ＭＩＭＯ通信システム１０は
、例えば、ロング・ターム・エヴォリューション（ＬＴＥ）ネットワーク又はＷＩＭＡＸ
ネットワーク等の無線通信ネットワークからなりうる。ＭＩＭＯ通信システムは、複数の
送信アンテナ１０２を有する送信端末１００と、複数の受信アンテナ２０２を有する受信
端末２００とを含む。送信端末１００は、複数の並列のストリームを、同一の搬送波周波
数で１つ以上の受信端末２００に対して同時に送信する。受信端末２００は、複数の信号
を分離するために、当該信号の空間的な次元を利用することができる。これにより、ＭＩ
ＭＯシステムは、より高いスペクトル効率と、より高いデータレートとを、帯域幅を増大
させることなく達成できる。
【００１０】
　送信端末１００及び受信端末２００は、図１において別々の端末として示されているが
、無線通信ネットワーク内の１つの通信端末が、送信端末１００及び受信端末２００の両
方を備えていてもよいことは理解されるべきである。例えば、無線通信ネットワーク内の
基地局は、携帯端末（受信端末）との下りリンク通信のための送信端末１００として機能
しうるとともに、携帯端末（送信端末）との上りリンク通信のための受信端末２００とし
て機能しうる。逆に、無線通信ネットワーク内の携帯端末は、基地局（送信端末）との下
りリンク通信のための受信端末２００として機能しうるとともに、基地局（受信端末）と
の上りリンク通信のための送信端末として機能しうる。
【００１１】
　図１に戻って参照すると、送信端末１００は、送信制御部１１０と、送信信号プロセッ
サ１２０と、各送信アンテナ１０２に接続された複数の送信機１３０とを備える。送信制
御部１１０は、送信端末１００の全体の動作を制御する。送信信号プロセッサ１２０は、
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送信対象の情報信号を処理して、各送信アンテナ１０２によって送信される送信信号を生
成する。送信制御部１１０及び送信信号プロセッサ１２０は、１つ以上のプロセッサ、マ
イクロコントローラ、ハードウェア、又はそれらの組み合わせによって実現されてもよい
。送信信号プロセッサ１２０によって生成された送信信号は、各送信機１３０に供給され
る。送信機１３０は、送信アンテナ１０２によって送信される信号のアップコンバート、
フィルタリング、及び増幅を行う無線周波数コンポーネントをも含む。
【００１２】
　受信端末２００は、受信制御部２１０と、複数の受信機２２０と、受信信号プロセッサ
２３０とを備える。受信制御部２１０は、受信端末２００の全体の動作を制御する。受信
機２２０は、各受信アンテナ２０２に接続されており、受信信号プロセッサ２３０による
処理のための受信信号の、フィルタリング、増幅及びダウンコンバートを行う無線周波数
コンポーネントを備える。受信信号プロセッサ２３０は、各受信アンテナ２０２によって
受信された信号を処理する。以下でより詳細に説明するように、受信信号処理には、典型
的には、受信信号の復調及び復号が含まれる。受信制御部２１０及び受信信号プロセッサ
２３０は、１つ以上のプロセッサ、マイクロコントローラ、ハードウェア、又はそれらの
組み合わせによって実現されてもよい。
【００１３】
　例示的なＭＩＭＯ通信システム１０において、送信端末１００及び受信端末２００は、
空間多重として知られている伝送技術を実行する。空間多重は、ビームフォーミングの一
般形と考えることもできる。空間多重によって、複数のデータストリームが、受信機出力
においてリンクスループットが最大化されるように、アンテナごとに独立かつ適切な重み
付けを用いて、プリコーディングされ、各送信アンテナ１０２によって送信される。
【００１４】
　図２は、空間多重を実行する送信端末１００のための例示的な送信信号プロセッサ１２
０を図示している。送信信号プロセッサ１２０は、符号化及び変調回路１２２とプリコー
ディング回路１２４とを備える。シングルユーザ（ＳＵ）ＭＩＭＯシステムにおいては、
単一の受信端末２００に対する情報信号が、符号化及び変調回路１２２に入力される。符
号化及び変調回路１２２は、当該情報信号を、別々に符号化及び変調される２つ以上のデ
ータストリームに分割する。マルチユーザ（ＭＵ）ＭＩＭＯシステムにおいては、２以上
の異なるユーザに対する情報信号が、符号化及び変調回路１２２に入力される。両方の場
合において、複数のデータストリームが、符号化及び変調回路１２２によって出力される
。例示的な実施形態においては、符号化及び変調回路１２２から出力された当該複数のデ
ータストリームは、プリコーディング回路１２４に入力される。プリコーディング回路１
２４は、シンボルストリームをプリコーディングして、各送信アンテナ１０２用の送信信
号を生成することで、技術的に知られている空間多重を実行する。
【００１５】
　ＬＴＥ標準規格は、いくつかの空間多重モードをサポートしており、それらにはＭＵ－
ＭＩＭＯ用の空間多重モードが含まれる。このモードでは、複数のデータストリームが、
送信端末１００によって異なる受信端末２００へ送信される。このため、所与の受信端末
２００からすると、当該受信端末２００を対象とした１つのデータストリームが存在する
とともに、他の受信端末２００を対象とした１つ以上のデータストリームが存在すること
になる。特定の受信端末２００を対象としたデータストリームは、所望のデータストリー
ムと称される。他の受信端末２００を対象としたデータストリームは、当該所望のデータ
ストリームと干渉し、そのため本明細書では干渉データストリームと称される。
【００１６】
　ＬＴＥ標準規格は、１～４個のレイヤ及び１～４個の送信アンテナ１０２のためのプリ
コーディング重みを定めている。それぞれの場合において、送信アンテナ１０２の数と受
信アンテナ２０２の数は、レイヤの数以上である。受信アンテナ２０２の実際の数は、標
準規格によっては定められておらず、レイヤの数を超えることがありうる。ＭＩＭＯシス
テムのアンテナ構成は、ｎ×ｍという表記によって示されうる。ここで、ｎは送信アンテ
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ナ１０２の数を示し、ｍは受信アンテナ２０２の数を示す。例えば、２×２ ＭＩＭＯシ
ステムは、２つの送信アンテナ１０２と、２つの受信アンテナ２０２とを指す。これは、
レイヤの数が min(ｎ,ｍ) 以下であることを暗に示している。
【００１７】
　複数のデータストリームが異なる受信端末２００を対象としているマルチユーザＭＩＭ
Ｏの場合、送信端末１００は、所望のデータストリーム用のプリコーディング重みを各受
信端末１００に伝達する。しかし、受信端末２００は、他の受信端末２００を対象とした
データストリームに適用されたプリコーディング重みを知らない。干渉データストリーム
に起因した干渉の仕組みは未知であるため、通常、最大比合成（ＭＲＣ）復調が、各受信
アンテナ２０２によって受信された信号を合成するために使用される。ＭＲＣ復調は、次
式によって与えられうる。
　ｕ＝((ＨＷ)H(ＨＷ))-1(ＨＷ)Hｒ　　　式１
ここで、Ｈは、送信アンテナ１０２と受信アンテナ２０２との間のチャネルであり、Ｗは
、所望のデータストリームに適用されたプリコーディング重みのセット（即ち、プリコー
ダ）であり、ｒは、各受信アンテナ２０２において受信された受信シンボルのベクトルで
あり、ｕは、推定されたシンボルである。２×２ ＭＩＭＯシステムでは、Ｈは２×２行
列であり、Ｗは２×１ベクトルであり、ｒは２×１ベクトルである。便宜上、プリコーデ
ィング回路１２４によって特定のデータストリームに対して適用されるプリコーディング
重みのセットを、本明細書ではプリコーダと称する。
【００１８】
　マルチユーザＭＩＭＯシステムにおいて、受信端末２００は、通常、所望のデータスト
リームのみを復調する。ＭＲＣ復調は、干渉データストリームに起因した干渉に相関性が
ない場合には良好に機能する。しかし、干渉データストリームが寄与する干渉に相関性が
ある場合には、ＭＲＣ復調は準最適である。
【００１９】
　図３は、ＭＲＣ復調を使用する２×２マルチユーザＭＩＭＯシステムにおいて得ること
ができる実効的なＳＮＲを示すグラフである。この例において、２つのデータストリーム
用のプリコーディング重みは異なり、かつ、不規則に選択されることを想定している。図
３に示すように、特に高い信号対雑音比において、大きな特性の損失が存在している。
【００２０】
　本発明の種々の実施形態によれば、最小平均二乗誤差（ＭＭＳＥ）復調が、ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ通信システム１０における受信機の特性の改善のために使用される。ＭＭＳＥ復調は
、所望のデータストリームと同様に、干渉データストリームに適用されたプリコーディン
グ重みの知識を必要とする。ＭＭＳＥ復調は、次式によって与えられうる。
　ｕ＝((ＨＷ)H(ＨＷ)＋Ｒ)-1(ＨＷ)Hｒ　　　式２
ここで、Ｒは、２×２行列として表される雑音の共分散である。２×２ ＭＩＭＯシステ
ムにおいて、Ｗ＝[ｗ1,ｗ2] は、所望のデータストリーム及び干渉データストリームに適
用されるプリコーディング重みの２×２行列である。ｗ1によって示されるＷの第１行は
、所望のデータストリームに適用されるプリコーディング重みのセットからなり、ｗ2に
よって示されるＷの第２行は、干渉データストリームに適用されるプリコーディング重み
のセットである。
【００２１】
　上記したように、送信端末１００は、通常、所望のデータストリーム用のプリコーダを
知らせるが、干渉データストリームのために使用されるプリコーダを知らせることはない
。プリコーダは、当該プリコーダに関連づけられたインデックスを送信することによって
、知らされうる。従って、本発明に係る受信端末２００は、干渉データストリーム用のプ
リコーダを推定する。これにより、受信端末２００は、所望のデータストリーム用の既知
のプリコーダと、干渉データストリーム用の推定されたプリコーダとを使用することで、
ＭＭＳＥ復調を実行する。
【００２２】
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　図４は、本発明の一実施形態に係る受信端末によって実行される、例示的な方法３００
を図示している。受信端末２００は、各受信アンテナ２０２において、所望のデータスト
リームと１つ以上の干渉データストリームに起因した干渉とを含む信号を受信する（ブロ
ック３０２）。受信端末２００は、各干渉データストリーム用のプリコーダ（即ち、プリ
コーディング重みのセット）を推定する（ブロック３０４）。干渉データストリーム用の
プリコーダを推定するための種々の技術については後述する。その結果、受信端末２００
は、所望のデータストリーム用の既知のプリコーダをと、干渉データストリーム用の推定
されたプリコーダとを使用して、所望のデータストリームと干渉データストリームとを復
調することができる（ブロック３０６）。ＭＭＳＥ復調は、好ましくは、所望のデータス
トリームを復調するために使用される。所望のデータストリームについての復調されたシ
ンボルは、その後、復号のために復号器に渡される。干渉データストリームについての復
調されたシンボルは、廃棄されうる。
【００２３】
　干渉データストリーム用のプリコーダを推定できるように、一定範囲の複数のデータシ
ンボルにわたって、プリコーダが不変であり続けることを想定する。ＬＴＥシステムにお
いては、複数のリソースブロック（ＲＢ）がペアで割り当てられる。１つのリソースブロ
ックは、１２サブキャリヤ×０．５ミリ秒区間からなる。１つのＲＢペアは、１２サブキ
ャリヤ×１．０ミリ秒からなり、これは約１５０シンボルである。現実的な実装では、プ
リコーディング重みは、せいぜい４リソースブロック・ペアごとに変更される。
【００２４】
　図５は、干渉データストリーム用のプリコーディング重みを推定するための、例示的な
方法４００を図示しており、当該方法は、図４のブロック３０４において実行されうる。
まず、各干渉データストリームについて仮説設定されたプリコーダ（hypothesized preco
ders）のセットが仮定される（ブロック４０２）。所望のデータストリーム用の既知のプ
リコーディング重みと、干渉データストリーム用の仮説設定されたプリコーダとを使用し
て、Ｎ個の検定用シンボルを予め定められたウィンドウにわたって復調することによって
、仮説設定されたプリコーダの可能な組み合わせのそれぞれが検定される（ブロック４０
４）。いくつかの実施形態においては、可能な全ての組み合わせよりも少ない数の組み合
わせが検定されてもよい。２つの送信アンテナを使用するＭＵ－ＭＩＭＯの場合には、１
つの干渉データストリームのみが存在し、そのため、仮説設定されたプリコーダを含む１
つのセットのみが存在する。次に、復調特性メトリックが、仮説設定されたプリコーダの
各組み合わせについて算出される（ブロック４０６）。いくつかの異なる復調特性メトリ
ックが検討される。それぞれの場合において、復調特性メトリックは、復調後に残留する
干渉についての測度を提供する。次に、当該残留干渉を最小化する、仮説設定されたプリ
コーダのセットが、推定されたプリコーディング重みとして選択される（ブロック４０８
）。推定されたプリコーディング重みは、その後、図４のブロック３０６で、所望のデー
タストリームと干渉データストリームとの復調に使用される。
【００２５】
　例示的な一実施形態において、復調特性メトリックは、Ｎ個の復調された検定用シンボ
ルにわたる平均干渉を含む。復調された各検定用シンボルについて、ソフト値が生成され
る。その後、硬判定が行われることで、ソフト値からハード値に変換される。ハード値と
ソフト値との差分が、干渉の推定値として使用される。さらに、Ｎ個の検定用シンボルに
わたる干渉の推定値の平均が算出され、復調特性メトリックとして使用される。
【００２６】
　他の例示的な実施形態において、復調特性メトリックは、Ｎ個の復調された検定用シン
ボルについての信号プラス雑音メトリックを含む。この場合、最小の信号プラス雑音メト
リックとなる、複数のプリコーディング重みを含む仮説設定されたセットが、干渉データ
ストリーム用の推定されたプリコーディング重みとして選択される。
【００２７】
　干渉データストリーム用プリコーディング重みの推定には、限定された数のプリコーダ
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をＬＴＥ標準規格が定めているという事実が役立つ。本コンテキストでは、「プリコーダ
」という用語は、所与のデータストリームに適用されるプリコーディング重みのセットを
指すことに留意されたい。送信端末１００は、２つの送信アンテナを有し、選択されるプ
リコーダとして４つのプリコーダの候補が存在する。送信端末が４つの送信アンテナ１０
２を有する場合には、選択されるプリコーダとして１６個のプリコーダの候補が存在する
。本発明のいくつかの実施形態においては、干渉データストリームのために使用されるプ
リコーダが、所望のデータストリームのために使用されるプリコーダと同一ではないこと
を想定されうる。
【００２８】
　本発明のいくつかの実施形態においては、復調特性メトリックは、干渉データストリー
ム用の推定されたプリコーダの選択にバイアスをかけるために、重み付けされてもよい。
例えば、複数のデータストリーム用のプリコーダを選択する場合、送信端末１００は、通
常、異なるデータストリームについて直交したプリコーダを使用することが好ましい。
さらに、送信端末１００が、２つの異なるデータストリームについて同一のプリコーダを
選択する可能性は低い。従って、仮説設定されたプリコーダについての復調特性メトリッ
クの算出では、所望のデータストリーム用のプリコーダと同一の、仮説設定されたプリコ
ーダに対して低く重み付け（down-weight）して、所望のデータストリームと直交するプ
リコーダに対して高く重み付け（up-weight）してもよい。復調特性メトリックを増加又
は減少させるために、算出された復調特性メトリックに、予め定められたスケーリング係
数を適用することによって、当該復調特性メトリックを重み付けすることができる。復調
特性メトリックに重み付けすることによって、受信端末のプリコーダ推定器は、所望のデ
ータストリーム用のプリコーダと直交する仮説設定されたプリコーダが有利になるように
（in favor of）バイアスをかけられ、所望のデータストリーム用のプリコーダと同一の
仮説設定されたプリコーダが不利になるように（disfavor）バイアスをかけられることに
なる。
【００２９】
　いくつかの例において、受信端末２００は、それ以前の時間又は周波数インターバルに
おいて干渉データストリームのために使用されたプリコーダに関するある程度の知識を、
有していてもよい。上記のように、送信端末１００は、特定の期間において（例えば、４
リソースブロック・ペアごとに）、同一のプリコーダを使用しうる。従って、受信端末２
００は、それ以前の時間又は周波数インターバルにおいて干渉データストリームのために
使用されたプリコーダに関する情報を有している場合には、それ以前の時間又は周波数イ
ンターバルにおいて使用された仮説設定されたプリコーダについての復調特性メトリック
に、高く重み付けすることによって、現在の時間インターバルについて推定されたプリコ
ーダの選択に、バイアスをかけることができる。
【００３０】
　図６は、干渉データストリーム用の推定されたプリコーダを使用してＭＭＳＥ復調を実
行する、本発明の例示的な一実施形態に係る例示的な受信信号プロセッサ２３０を図示し
ている。受信信号プロセッサ２３０は、ＭＭＳＥ復調部２３２と、プリコーダ推定器２３
８と、チャネル推定器２４０とを備える。ＭＭＳＥ復調部２３２は、ＭＭＳＥ合成を使用
して、所望のデータストリームと干渉データストリームとを復調する。ＭＭＳＥ復調部２
３２は、ＭＭＳＥ合成器２３４と、ＭＭＳＥ重み算出器２３６とを備える。ＭＭＳＥ合成
器２３４は、ＭＭＳＥ重み算出器２３６によって提供される合成重みを使用して、複数の
受信アンテナ２０２において受信された複数の信号を合成する。ＭＭＳＥ重み算出器２３
６は、プリコーダ推定器２３８によって提供されるプリコーダ推定値Ｗに基づき、既知の
方法で合成重みを算出する。プリコーダ推定器２３８は、上述したように、また図５に示
したように、干渉データストリーム用のプリコーダを推定する。チャネル推定器２４０は
、送信端末１００からの受信パイロット信号に基づき、既知の方法でチャネル推定値Ｈを
生成する。
【００３１】
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　図７は、干渉データストリーム用のプリコーダが、所望のデータストリーム用のプリコ
ーダと異なり、不規則に選択されるものとした場合の、ＭＭＳＥ合成を使用するＭＩＭＯ
通信システム１０における受信端末２００の実効的なＳＮＲを示している。さらに、１６
ＱＡＭ変調が使用され、仮説設定されたプリコーダの検定は、５個の検定用シンボルにわ
たって実行されるものとしている。図７に示すように、ＭＲＣ復調と比較して、復調器の
出力における信号対雑音比が著しく増加している。
【００３２】
　図８は、干渉データストリーム用のプリコーダが、所望のデータストリーム用のプリコ
ーダと直交しているものとした場合の、ＭＭＳＥ合成を使用するＭＩＭＯ通信システム１
０における受信端末２００の実効的なＳＮＲを図示している。１６ＱＡＭ変調が使用され
、仮説設定されたプリコーダは、１０個の検定用シンボルにわたって検定されるものとし
ている。図８もまた、ＭＭＳＥ復調を使用する場合には復調器の出力におけるＳＮＲが著
しく増加することを示している。
【００３３】
　本発明は、当然ながら、本発明の範囲及び本質的な特徴を逸脱することなく、本明細書
で説明した以外の他の特定の方法で実行されてもよい。従って、提示されている実施形態
は、あらゆる点で例示的であり、限定的ではないとみなされるべきであり、添付の特許請
求の範囲の意義及び均等の範囲内からの生じるあらゆる変更が、それらの範囲内に包含さ
れることを意図している。

【図１】 【図２】

【図３】
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